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０．若干の自己紹介 

 

○職業生活40年余：半分実務家、半分研究者 

   ・1978~2001年 厚生省、OECD、ジュネーヴ代、 

               千葉市等々 

   ・2001年~2017年 九州大学、東京大学 

                 （医療経営、健康経営等） 

   ・2018年~ 

 

○厚生省時代 

   ・老人保健課、国保課等に勤務 

   ・老人保健法改正、国保法改正等に従事 
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１．医療政策と保険者の位置付け、役割 
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○「保険者機能」とは 
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○６つの機能を「構造化」してみると 

  ①～③：最も基本的な保険者機能 

       （国保の場合は②に課題） 

  ④：実際上は、審査支払機関に委託 

       （審査支払権限は保険者にあることを看過 

        すべきではない） 

  ⑤、⑥：「保険者機能」として取り上げられる領域 
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○医療需要面への関与 
 

①保健事業の推進 

  ・「レセプトの電子化」によるインフラ整備 

   →「データヘルス計画」、「健康経営」 

   → 「保険者機能」の現実化 
 

②情報開示 

  ・「比較情報」の必要性：「病院ランキング本」隆盛 

  ・米国Hospital Compare, Nursing Home Compare 
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○医療供給面への関与 
 

 ＜平成30年度国保改革の意義（私見）＞ 

  ・都道府県単位で医療を考える発想（2006年医療 

    制度構造改革以来の流れ） 

  ・地域における医療提供体制のあり方がカギ 

    →地域差の縮小、標準保険料率の設定等 

  ・初の「二重保険者」制度 

 

  ・地域医療構想への関与：保険者を医療法上明記 
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○エビデンス（データ）に基づいた説得力ある意見 

  表明の必要 

  ・「データ・ヘルス」の理解、スキル養成 

    →データに基づく地域・課題の具体的把握 

      （「データを読める」こと：監督対スコアラー） 

  ・医療提供側は、医療のプロであることの認識 

    →生半可な議論ではダメ 

      一方で、基本的にデータ尊重の姿勢 

  ・「医療を受ける側」の意見の重要さ 

    →妊婦加算、薬機法改正をめぐる議論 
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２．保険者努力支援制度 
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○地域包括ケアの取組（在宅医療・介護の連携等） 

  ・「介護医療院」への着目：「看取り」を担う施設 

    ＜介護医療院の基本的性格＞ 

    ①もはや病院（病床）ではない 

    ②医療法に言う「医療提供施設」である 

    ③介護保険適用施設とする 

 

  ・他の施設等への影響 

    ①老人保健施設の在宅復帰施設への「純化」 

    ②特養等への影響 
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○QOL/QOD（Quality of Death） 

  ・超少子高齢社会、多死社会では、QOLとともに 

   QODも重要な指標 

  ・英国The Economist誌による 

         The 2015 Quality of Death Index 

  ・2010年版では、日本は40か国中23位 

  ・2015年版では、日本は80か国中14位に上昇 
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３．何をどのように評価するか（問題提起） 
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○Structure（構造）-Process（過程）-Outcome（成果） 

  ・もともとは、医療の質（Quality of Care）をどのよう 

   に測定するかという問題意識 

   →Donabedianの議論 

 

○医療政策においては、広く使われている概念整理 

  （例）診療報酬 

      →多くは、Structure,Process評価 

        近年、Outcome評価の試みも（回復期リ 

        ハ病棟等） 
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○Outcome指標でなくても、有効な代理指標である 

  必要（Outcomeにつながっているというエビデンス） 

  （例）7対1看護等 

 

○そうした観点から、保険者努力支援制度の評価指 

  標を見ると、Process指標が多い（実施状況、取組 

  状況等）が、一部にOutcome指標も（今後拡大？） 
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○「改善度合い」を評価するのか、「結果（水準）」を評 

  価するのか 

   （例）○○率の改善度合いvs.水準 

 

○優秀な保険者を顕彰するのか、最低水準の引上げ 

  を図るのか（OECD Reviews of Public Health :  

    Japan （2019）） 
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＜参考＞若干の私見 

○以下は、全くの私見（厚労省の見解とは異なる） 

 

○保険者努力の推進：基本的に賛成 

  ・医療機関との比較（チコちゃん風に言えば・・・） 

    →診療報酬改定、医療機能情報報告、 

      病院機能評価、地域医療構想等々 

 

○「保険者機能」を発揮する前提となるインフラ（電子 

  情報）は急速に整いつつある 

  ・保険者も後れをとるべきではない 
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○（私の基本的スタンス）後期高齢者医療制度につい 

  ては、批判的立場を堅持 

   ・老人保健制度→退職者医療制度→後期高齢者 

    医療制度と、制度設計が「悪化」 

   ・「支援金」は法制度上問題がある 

 

○「支援金」の加算・減算システムはoutcome評価では 

  ない（老健拠出金はoutcome評価であった） 

     structure（構造） process（過程） 

      outcome（成果）→Donabedian 
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○outcome評価が望ましいが、それが困難な場合は、  

   structureやprocess評価で代替→診療報酬の例 

   ただし、有効な「代理指標」である必要 

   →代理指標の有効性を示すevidenceが必要 

      特定健診・特定保健指導は、壮大な「社会実 

     験」 
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○そもそも論：保険者の目的は医療費削減か？  

  ・極論「医療費を削減し、保険者財政は好転したが 

       、加入者の健康は悪化した」でよいのか？ 

 

○日本の公的医療保険は、すべて「健康保険」である 

  という原点に留意 

   →独仏は「疾病保険（金庫）」 

     ただし、予防給付の扱いは異なる 

     （私見：高確法ではなく、本来、医療保険各法の話 

           なのではないか） 
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